
東京学芸大学附属小金井小学校校則 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 東京学芸大学附属小金井小学校（以下「本校」という。）は，児童の心身の発

達に応じて，義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すとともに，

教育の理論と実践の研究を行い，並びに学部・大学院等における児童の教育に関する

研究に協力し，及び学部の計画に従い学生の教育実習の実施に当たることを目的とす

る。 

 （定員及び学級数） 

第２条 児童定員及び学級数は，次のとおりとする。 

 入学定員 105人 

 総定員  630人 

 総学級数 18学級 

 （修業年限） 

第３条 修業年限は，６年とする。 

 

   第２章 職員 

 （職員） 

第４条 本校に，次の職員を置く。 

 校長 

 副校長 

 主幹教諭 

 教諭 

 養護教諭 

 栄養教諭 

 司書教諭 

 事務職員 

２ 前項の司書教諭は，その資格を有する教諭をもって充てる。 

３ 第１項に規定するもののほか，必要な職員を置くことができる。 

 （校長等の職務） 

第５条 校長は，校務をつかさどり，所属職員を監督する。 

２ 副校長は，校長を助け，命を受けて校務をつかさどり，及び必要に応じ児童の教育

をつかさどる。 

３ 副校長は，校長に事故があるときは，その職務を代理する。 

４ 主幹教諭は，校長及び副校長を助け，命を受けて校務の一部を整理し，並びに児童

の教育をつかさどる。 



５ 前４項に規定するもののほか，職員の職務については，学校教育法（昭和22年法律

第26号）及び他の法令等の定めるところによる。 

 

   第３章 学年，学期及び休業日 

 （学年） 

第６条 学年は，４月１日に始まり，翌年３月31日に終わる。 

 （学期） 

第７条 学年を次の３学期に分ける。 

 第１学期 ４月１日から８月31日まで 

 第２学期 ９月１日から12月31日まで 

 第３学期 １月１日から３月31日まで 

 （休業日） 

第８条 休業日は，次のとおりとする。 

 (1) 日曜日及び土曜日 

 (2) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する日 

 (3) 開校記念日 ６月17日 

 (4) 夏季休業日として校長が定める日 

 (5) 冬季休業日として校長が定める日 

 (6) 春季休業日として校長が定める日 

２ 校長は，前項に規定するもののほか，教育上必要があるときは，休業日を変更し，

又は臨時に休業日を定めることができる。 

３ 非常変災その他急迫の事情があるときは，校長は，臨時に授業を行わないことがで

きる。 

 （報告義務） 

第９条 校長は，前条第２項及び第３項の規定により休業日の変更等を行ったときは，

運営部長を通じて学長に報告しなければならない。 

 （臨時休業） 

第１０条 学長は，感染症の予防上必要があるときは，臨時に，学校の全部又は一部の

休業を行うことができる。 

 

   第４章 入学，編入学及び転入学 

 （入学時期） 

第１１条 入学の時期は，学年の始めとする。ただし，第16条に規定するものについて

は，この限りでない。 

 （入学資格） 

第１２条 入学することのできる者は，６歳に達した者で，本校所定の要件を具備した

者とする。 



 （入学出願） 

第１３条 入学を志願する者は，別に定めるところにより，入学願書及びその他の書類

に所定の検定料を添えて願い出なければならない。 

 （入学者の選考） 

第１４条 前条の入学志願者に対しては，別に定めるところにより，選考を行う。 

 （入学手続及び入学許可) 

第１５条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は，所定の期日までに，本

校が指定する書類を提出しなければならない。 

２ 校長は，前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。 

 （編入学及び転入学） 

第１６条 校長は，編入学又は転入学を志願する者があるときは，児童定員に欠員があ

る場合に限り，別に定めるところにより相当学年に入学を許可することができる。 

 

   第５章 教育課程，授業時数及び教科用図書 

 （教育課程及び授業時数） 

第１７条 教育課程及び授業時数は，法令及び小学校学習指導要領並びに学部・大学院

等の教育計画及び本校の教育目標に基づき，別に定める。 

 （教科用図書） 

第１８条 校長は，使用する教科用図書を選定する。 

 

   第６章 学習の評価，課程修了の認定及び卒業 

 （学習の評価） 

第１９条 学習の評価に関する事項は，別に定める。 

 （課程修了の認定） 

第２０条 各学年の課程の修了は，校長が認定する。 

 （卒業） 

第２１条 本校所定の全課程を修了した者については，校長が卒業を認定する。 

２ 校長は，卒業を認定した者に卒業証書を授与する。 

 

   第７章 出席停止，転学及び退学 

 （出席停止） 

第２２条 校長は，児童が学校保健安全法（昭和33年法律第56号）第19条の規定に該当

するときは，当該規定により出席を停止させることができる。 

２ 校長は，前項の措置を行ったときは，その状況を速やかに運営部長を通じて学長に

報告しなければならない。 

 （転学及び退学） 

第２３条 転学又は退学を希望するときは，校長の許可を得なければならない。 



 

   第８章 賞罰 

 （表彰） 

第２４条 表彰に価する行為があった児童は，校長が表彰する。 

 （懲戒） 

第２５条 校長は，本校の規則に違反し，又は児童としての本分に反する行為をした者

に対して，教育上必要があると認めるときは，運営部長の承認を得て懲戒を加えるこ

とができる。 

２ 前項の懲戒の種類は，退学及び訓告その他とする。 

 

   第９章 検定料 

 （検定料の額及び収納方法） 

第２６条 検定料の額及び収納方法は，国立大学法人東京学芸大学学生納付金規則（平

成16年規則第32号）の定めるところによる。 

 

   第１０章 雑則 

 （細則等） 

第２７条 この校則に定めるもののほか，この校則を実施するために必要な細則等は，

校長が定める。 

 

   附 則 

 この校則は，昭和59年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この校則は，平成５年10月５日から施行し，平成４年９月12日から適用する。 

   附 則 

 この校則は，平成７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この校則は，平成14年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この校則は，平成17年２月19日から施行し，平成16年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この校則は，平成20年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この校則は，平成21年５月15日から施行し，平成21年４月１日から適用する。 

   附 則 

 １ この校則は，平成22年４月１日から施行する。 

 ２ 平成22年度から平成26年度までの児童の総定員及び総学級数は，第２条の規定 



にかかわらず，次の表のとおりとする。 

年 度 総定員 総学級数 

平成22年度 920 23 

平成23年度 880 22 

平成24年度 840 21 

平成25年度 800 20 

平成26年度 760 19 

附 則 

 １ この校則は，平成24年４月１日から施行する。 

 ２ 平成24年度から平成28年度までの児童の総定員及び総学級数は，第２条の規定 

にかかわらず，次の表のとおりとする。 

年 度 総定員 総学級数  

平成24年度 825 21 

平成25年度 770 20 

平成26年度 715 19 

平成27年度 660 18 

平成28年度 645 18 

   附 則 

 この校則は，平成30年２月13日から施行する。 

附 則 

この校則は，令和６年４月１日から施行する。 

 




